
実施内容 課題

政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

市の各種審議会等への女性の積極的登用の促進

28
各種審議会等への
女性の積極的登用

女性の意見等を市政に反映させ
るため、審議会・委員会等の委員
に積極的に女性を登用します。

目標を平成34年度40％以上に設
定します。

女性委員の登用率：27.1％
（平成31年4月1日現在）
※参考：別表1「太宰府市審議会等における
女性の登用状況」（地方自治法第180条の5
及び第202条の3に基づく委員会等）

あらゆる機会に女性の登用を呼びかけてい
ますが、本市の登用率は昨年から1ポイント
低下しています。

関係課

29
審議会等の女性登
用率向上に向けた取
組

女性の登用率向上に向けた施策
に取り組みます。

4月1日時点の審議会等への女性
の登用状況調査と関係課とのヒ
アリング。

登用率向上に向けた庁内制度の
導入の検討。

関係課にヒアリングを実施し、委員選考時に
女性の登用を検討してもらうよう依頼しまし
た。

現在の登用率は目標値である40.0％から大
きく離れており、年々登用率は下がってきて
います。
関係課のヒアリングは継続していくことはもち
ろんですが、登用率向上に向けた庁内制度
について研究していきます。

人権政策課

市職員への女性の採用・登用・職域拡大・能力開発の促進

30
女性活躍推進法に
基づく特定事業主行
動計画の進行管理

女性活躍推進法に基づく特定事
業主行動計画を適正に進行管理
し、実施状況のフォローアップと公
表を行います。

特定事業主行動計画に掲げた具
体的な取組内容の全ての目標を
指標とします。

特定事業主行動計画に定めた目標値を達成
するために、職員への周知を行いました。

臨時緊急的に発生した災害等の職員対応に
より、超過勤務時間の月平均8時間以下／人
や年休取得日数14日の目標値を達成するこ
とができませんでした。

総務課

31
女性職員の採用拡
大

多様な人材を確保するため、採用
試験受験者を増加させるようア
ピールしていきます。

特定事業主行動計画に掲げた具
体的な取組内容の目標を指標と
します。

女性の採用試験受験者割合
女性の採用者割合

厳正及び公平に、市職員採用試験を実施し
ました。

採用試験受験者割合
　　　女性の割合　45.3%
　　　男性　208人：女性　172人
採用職員者割合
　　　女性の割合　46.2%
　　　男性　7人：女性　6人

採用内定後に辞退する人が増えてきており、
つなぎとめるための取り組みを実施する必要
を感じています。
今後も適正な採用をすすめます。

総務課

目標2 あらゆる分野における男女共同参画の促進

番号 事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

平成30年度実績
担当課

施策の方向4

施策1

施策2



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

32
女性職員の登用拡
大

男女が対等に能力を発揮できる
人材育成を進め、性別によらない
職場配置を行い、管理監督者へ
の登用を推進します。

特定事業主行動計画に掲げた具
体的な取組内容の目標を指標と
します。

管理的・監督的地位にある職員
に占める女性割合

男女の区別なく職員の能力に応じた適材適
所の人員配置を行いました。

管理的地位における女性職員　12.8%
　　（47人中女性6人）
　男性職員　41人／240人中
　女性職員　6人／138人中
監督的地位における女性職員　15.9%
　（63人中女性10人）
　男性職員　53人／240人中
　女性職員　10人／138人中

男性・女性を問わず、管理監督職の魅力な
り、モデルとなる職員の育成をする必要があ
ります。

総務課

33
職員に対するハラス
メント防止の徹底

セクシュアル・ハラスメント、パ
ワー・ハラスメント等を防止するた
めの必要な対策を講じます。相談
や苦情に対しては相談窓口を速
やかに開設し解決にあたります。

職員への周知回数
職員研修

ハラスメントに関する研修は実施することが
できませんでした。

人権政策課など関係課と調整しながら実施
していきます。

総務課

各種公共団体・民間諸団体への女性の積極的登用の要請

34

外郭団体ほか補助
団体への女性登用
状況調査の実施と要
請

外郭団体や補助団体の役員等へ
の女性の登用について調査を行
い、女性登用の要請や推進に努
めます。

団体の役員等における女性の登
用状況を成果指標とします。

女性の役員等の登用率：45.7％
※参考：別表2「外郭団体・補助団体登用状
況」

外郭団体や補助団体の役員等への女性登
用について調査を行い状況を把握しました。
各団体の性質を尊重したうえで、男女共同参
画への理解を広げ、女性登用につなげてい
きます。

関係課

施策3



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

市民の参画機会の拡大

35
パブリック・コメントの
実施

市の政策等の企画立案過程にお
ける市民参画のため、パブリック・
コメント手続きを実施し、女性が参
加しやすい環境を整備します。

パブリック・コメントの参加者数

○元気づくり課
太宰府市自殺対策計画及び太宰府市健康
増進計画・食育推進計画立案におけるパブ
リック・コメント手続きを実施し、女性が参加し
やすい環境を整備しました。

パブリック・コメント参加者数
太宰府市自殺対策計画　0人
太宰府市健康増進計画・食育推進計画　1人

○観光推進課
男女ともに参加しやすいように市内公共施設
各所にてパブリック・コメントを実施しました。

パブリック・コメント参加者数
太宰府市観光推進基本計画　66人

関係課

事業所等における男女共同参画に関する理解促進

広報誌へ啓発記事を掲載しました。
・広報掲載回数：2回（職場のハラスメント集
中相談会、労働トラブル相談会）

今後も引き続き、広報及びホームページ等に
より、企業及び市民への啓発を行っていく必
要があります。

福祉課

窓口配架、市ホームページ掲載、及び商工
会との情報共有を実施しました。

今後も事業主への周知・啓発を行っていきま
す。

産業振興課

施策4

雇用の分野における女性の活躍推進

施策1

36

労働や休暇等に関
する法制度や労働の
場における母性保
護、並びにハラスメ
ント防止の周知・啓
発

男女雇用機会均等法や改正育
児・介護休業法など労働関係の
法制度や産前産後休暇制度など
の母性保護並びにセクシュアル・
ハラスメント、マタニティ・ハラスメ
ント防止を事業主に周知し、雇用
の場における啓発を行います。

広報への啓発記事の掲載やパン
フレットの窓口設置、ポスターの
掲示を行います。

年1回広報への啓発記事掲載

施策の方向5



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

平成30年度は企業向けセミナーを実施する
ことはできませんでした。

市商工会と連携し、事業所向けの研修を計
画・実施します。

人権政策課
（ルミナス）

筑紫地区企業同和問題推進委員会（96会
員）に対し、筑紫地区企業同和問題推進委
員会主催の研修会2回と、就職支援システム
登録企業（148事業所）に対し筑紫地区人権・
同和行政推進協議会主催の研修会1回への
参加を呼びかけました。

①筑紫地区企業同和問題推進委員会主催
開催日：平成30年7月27日（金）
場所：大野城市まどかぴあ　小ホール
講演：「企業と人権問題」（企業の社会的責
任を考える）
講師：中島　一磨さん
参加企業：57社

開催日：平成30年11月14日（水）
場所：太宰府市　プラムカルコア太宰府
講演：「企業と人権―過去・現在・未来」
講師：原田　憲正さん
参加企業：65社

②筑紫地区人権・同和行政推進協議会主催
開催日：平成31年2月19日（火）
場所：筑紫野市生涯学習センター3階　視聴
覚室
講演：「人権が尊重される社会をめざして」
講師：小西　幸恵さん

具体的な研修テーマに捉われず、働く女性
の地位向上や職場における男女機会均等を
進める視点をもって研修に参加していただけ
るよう周知に努めていきます。

産業振興課

平成29年度に実施したアンケートを集計し、
報告書を作成しました。
作成した報告書はアンケートを回答した事業
所に送付しました。

社会情勢に沿った質問項目等の検討を行
い、今後も継続して実施していきます。

人権政策課

平成30・31年度入札参加資格申請の際、市
内に事業所を有する事業者等に対し、「男女
共同参画に関するアンケート」を実施しまし
た。

入札指名選考時の評価項目にアンケートの
結果等を反映できる余地があるのか検討が
必要です。

管財課

男女共同参画推進状況調査・ハラスメント等
啓発活動については実施していません。

積極的な調査・啓発活動を実施する必要が
あります。

スポーツ課

男女共同参画推進状況調査・ハラスメント等
啓発活動については実施していません。

定例会議などで積極的な調査・啓発活動を
実施する必要があります。

文化学習課

37
働き方に関する事業
所への理解の促進

働く場での女性の活躍推進や男
性中心型の労働慣行の解消な
ど、時代に応じた働き方につい
て、理解促進を図っていきます。

企業向けセミナー
筑紫地区企業同和問題推進委員
会研修会、
筑紫地区企業・事業所同和問題
研修会

38
男女共同参画に関
する事業者等への調
査・啓発

市の指名入札参加者審査申請を
希望する事業者及び指定管理者
に対し、「男女共同参画推進状
況」の調査や、ハラスメント防止等
に対する啓発を行います。

調査・報告書の作成

女性の活躍推進や雇用分野の法
制度やセクシュアル・ハラスメン
ト、マタニティ・ハラスメント防止の
周知回数



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

女性の職業能力開発の支援

39
女性農業者グループ
への活動支援

農業の振興、後継者の育成、女
性の地位向上、ネットワークの形
成・拡大等、女性農業者グループ
の取組に対する活動支援を行い
ます。

活動の回数

市内の女性農業者グループとの交流や、筑
紫地区女性農業者の能力発揮と社会参画
の促進及び、その条件整備を進めるために
結成された筑紫地区農村女性ビジョン推進
協議会がその役割を終えたことにより平成29
年度をもって解散されました。このため活動
支援は行っていません。

今後は既存のグループに限らず、女性農業
者どうしの連携の場を設定するなど、新たな
ネットワークの形成、活動支援が必要となり
ます。

産業振興課

40 商工会との連携
商工会と連携協力して働く女性の
活躍推進を図るため啓発を行い
ます。

連携した内容と回数
市主催の人権講演会および市民フォーラム
への参加依頼を行いました。

働く女性の活躍推進を図るため、商工会女
性部との情報交換、連携の強化に努めま
す。

産業振興課

41
資格・技能・技術取
得への支援

資格・技能・技術を得るための情
報提供及び取得のための講座を
実施します。

講座開催回数と受講者数

男女共同参画推進センタールミナス主催講
座として、資格・技能・技術支援に関する講
座を開催しました。

開催数：1回

医療事務講座（全9回）
開催日：平成30年5月9日～7月4日
受講者数：17人（延べ151人）

ニーズに応じた資格等取得支援につながる
講座を、引き続き計画・実施していきます。

人権政策課
（ルミナス）

施策2



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

男女共同参画推進センタールミナス主催講
座として、女性の起業支援に関する講座を開
催しました。

開催数：1回

女性の起業応援！
プチ起業・小商いのすすめセミナー
開催日：平成30年11月30日（金）
講師：松永　幸子さん（福岡県よろず支援拠
点コーディネーター）
受講者数：26人

ニーズに応じた就業・起業等支援につながる
講座を、引き続き計画・実施していきます。

人権政策課
（ルミナス）

商工会が主催する創業塾の開催協力とし
て、広報紙・市ＨＰでの周知や窓口相談者へ
参加依頼を行いました。
開催日：平成30年10月27日（土）、11月3日
（土）、11/10（土）、11/18（日）【全4回】
内容：ビジネスプラン作成、利益計画の立て
方、販路開拓について、他
講師：中小企業診断士、社会保険労務士、
税理士、広告プランナー等専門家8名

引き続き、商工会が主催する創業塾の開催
協力を行い、周知や参加依頼を行います。

産業振興課

43
再就職支援講座の
実施

再就職をするために必要な知識
や技術等を習得するための講座
を実施します。

講座の開催回数と受講者数

男女共同参画推進センタールミナス主催事
業として、再就職支援に関する講座・相談会
を開催しました。

開催数：2回

①働きたいママの応援セミナー
～今からできる就職対策～
開催日：平成30年7月4日（水）
講師：長田　祐三子さん（チーフコンサルタン
ト）
受講者数：17人

②子育て女性のための再就職支援相談会
専門のアドバイザーが個別に就職準備の相
談に応じました。
開催日：平成30年10月19日（金）
相談者数：3人

再就職支援につながる講座を、引き続き計
画・実施していきます。

人権政策課
（ルミナス）

42
女性の就業や起業、
経営を支援する取組

就業や起業を考えている女性を
対象に、必要な知識や情報を提
供するセミナーを実施します。

支援セミナー開催回数



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

ワーク・ライフ・バランスの推進

市職員の職場環境の整備と取組支援

44

次世代育成支援対
策推進法に基づく特
定事業主行動計画
の推進

次世代育成支援対策推進法に基
づく特定事業主行動計画を適正
に進行管理し、実施状況のフォ
ローアップを行います。

特定事業主行動計画に掲げた具
体的な取組内容の目標を指標と
します。

職員1人あたりの年次有給休暇取
得日数
ノー残業デー実施率
育児休業取得率
男性職員の出産補助休暇、育児
参加休暇取得率

育児休業取得予定職員に対し育児休業制度
について、男女とも取得できる制度である旨
説明を行い、啓発を行いました。

年休取得日数　9日
ノー残業デー実施　毎週水曜日
育児休業取得率
　　　13.3%（2人／15人）
男性職員出産補助休暇等取得率
　　　29.6%（8人／27人）

育児休業等については、一定職員に周知が
されてきていますが、介護休業について職員
に周知していく必要があります。

総務課

45
両立のための職場
理解と制度の普及促
進

男女職員が家庭責任を担い、仕
事と両立することへの職場理解を
広め、育児や介護のための制度
の周知及び取得促進を図ります。

育児休業・介護休業の制度につ
いての周知回数
特定事業主行動計画を活用した
周知

女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計
画を策定し、全職員に対して、育児や介護の
ための制度の周知を行うとともに、取得促進
を図りました。

男性職員が取得できるように制度を積極的
に周知していく必要があります。

総務課

施策の方向6

施策1



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

市民・事業所等へのワーク・ライフ・バランスの理解促進

事業所アンケート報告書に、厚生労働省が
作成している「男女雇用機会均等法、育児・
介護休業法のあらまし」を同封し送付しまし
た。

企業セミナー・講座の開催実績はありませ
ん。

市商工会と連携し、事業所向けの研修を計
画・実施します。

人権政策課

筑紫地区企業同和問題推進委員会（96会
員）に対し、筑紫地区企業同和問題推進委
員会主催の研修会2回と、就職支援システム
登録企業（148事業所）に対し筑紫地区人権・
同和行政推進協議会主催の研修会1回への
参加を呼びかけました。
①筑紫地区企業同和問題推進委員会主催
開催日：平成30年7月27日（金）
場所：大野城市まどかぴあ　小ホール
講演：「企業と人権問題」（企業の社会的責
任を考える）
講師：中島　一磨さん
参加企業：57社

開催日：平成30年11月14日（水）
場所：太宰府市　プラムカルコア太宰府
講演：「企業と人権―過去・現在・未来」
講師：原田　憲正さん
参加企業：65社

②筑紫地区人権・同和行政推進協議会主催
開催日：平成31年2月19日（火）
場所：筑紫野市生涯学習センター3階　視聴
覚室
講演：「人権が尊重される社会をめざして」
講師：小西　幸恵さん

具体的な研修テーマに捉われず、ワーク・ラ
イフ・バランスの視点をもって研修に参加して
いただけるよう周知に努めていきます。

産業振興課

47
市民へのワーク・ラ
イフ・バランスの理解
促進

ワーク・ライフ・バランスに関する
講座を開催します。

講座の開催回数と受講者数を成
果指標とします。

実績ありません。
事業計画をもとに、講座のテーマに盛り込ん
でいきます。

人権政策課
（ルミナス）

事業所等に対してワーク・ライフ・
バランスについての理解促進を図
ります。

企業セミナー
講座案内
国・県発行の啓発刊行物の提供
回数

施策2

46
事業所等へのワー
ク・ライフ・バランスに
関する啓発



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

48
両立支援セミナーの
実施

仕事と家庭の両立を可能にする
ためのセミナーを開催します。

両立支援に関する講座開催回数

男女共同参画推進センタールミナス主催講
座として、仕事と家庭の両立支援に関する講
座を開催しました。

開催数：1回

～公正な社会づくりに向けて～
女性の経済的自立・男性の生活の自立
開催日：平成31年1月26日（土）

事業計画をもとに、講座のテーマに盛り込ん
でいきます。

人権政策課
（ルミナス）

職業生活との両立を可能にする子育て・介護への支援

ひとり親家庭への支援

49
ひとり親家庭への経
済的支援

児童扶養手当、母子父子家庭自
立支援教育訓練給付金、母子家
庭高等職業訓練促進給付金及び
父子家庭高等職業訓練促進給付
金や母子父子寡婦福祉資金貸付
等制度の周知を図り、支給、給
付、貸付によりひとり親家庭の経
済的支援及び自立支援を行いま
す。

国の施策に対応して各事業を実
施します。
各事業の受給者数、受給件数。

ひとり親家庭医療と児童扶養手当は担当課
で連携し、対応しています。

各事業の受給者数（平成31年3月31日現在）
◇児童扶養手当　資格者576人、受給者517
人
◇母子父子家庭自立支援教育訓練給付金
受給者0人
◇母子父子家庭高等職業訓練促進給付金
受給者3人
◇ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業　受給者0人
◇母子父子寡婦福祉資金等貸付制度　借受
者（30年度新規） 2人

引き続き、制度の周知を図り、ひとり親家庭
の支援を行います。

保育児童課

50
ひとり親家庭等医療
費の助成

ひとり親家庭等の医療費を助成
することにより、心身の健康の向
上に寄与し、福祉の増進を図りま
す。

広報及びホームページや保育児
童課と連携し、制度の周知徹底を
図ります。

平均対象者数

保育児童課（児童扶養手当）と連携を図り、
新規申請時には、互いの制度について案内
しあい、更新時には対象者と突合する等、申
請漏れが無いように努めました。
また、8月に医療証の更新及び9月に医療費
助成制度について広報に掲載して周知徹底
を図り、更新漏れや申請漏れが無いように努
めました。

平成30年度平均対象者数：1,250人

広報等での周知は提供できる情報が限られ
ているため、より周知徹底できるような掲載
方法等について検討する必要があります。

国保年金課

施策の方向7

施策1



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

子育てへの支援

51
子どもの医療費の助
成

子どもの医療費助成により、子ど
もの健やかな成長と保護者の医
療費負担を軽減します。

広報及びホームページ等で制度
の周知徹底を図ります。

受給者数（平均）

制度拡大等がなかったため、新たに広報等
により周知は行っていませんでしたが、申請
期限が近づいている受給対象者(出生者)に
ついて勧奨通知を行いました。

平成30年度受給者数（平均）
県費：8,035人
市費：2,217人
合計：10,252人

出生のうち未申請者については申請勧奨を
行っています。個別の未申請対象者把握が
難しいため、定期的な広報誌等による勧奨を
検討する必要があります。

国保年金課

52
児童手当の支給及
び周知

児童手当制度の普及を図り、児
童の養育を支援します。

広報およびホームページにより、
制度の周知徹底を図ります。

児童手当制度の周知回数

広報、市ホームページ等で児童手当制度の
周知を図っています。

児童手当受給者数  5,727　人
　　　　　　　　　　　（2月定時支払実績）

引き続き、制度の周知を図り、現況届未提出
者等に対しては文書、電話等により提出を促
していきます。

保育児童課

53
親と子の心の健康づ
くり対策の推進

育児不安等の問題に早期に対応
するため、総合的な親と子の心の
健康づくり対策を推進します。

生後4か月までの乳幼児がいる家
庭に、保健師・助産師・保育士等
が訪問し相談を受けたり、情報提
供をします。
また、「こんにちは赤ちゃん訪問」
「赤ちゃん・子ども電話相談」を始
めとする子育て悩み相談・電話相
談窓口の周知に努めます。

「こんにちは赤ちゃん訪問」は、対象世帯の
ほぼ全数である98.4％に実施しました。概ね
生後2か月頃までに訪問し、育児についての
相談や情報提供を行います。また、妊娠中
や出産後より不安の強い両親へは早めに訪
問を行ったり、複数回訪問を行ったりと、きめ
細やかなサポートを行っています。
赤ちゃん訪問の中で様々な育児の不安の相
談を受けますが、訪問後も長期的に電話や
事業等でサポートをしています。また、必要
に応じて、他課・他部署との連携を図り、包
括的にサポートを行っています。

◇「こんにちは赤ちゃん訪問」
実施世帯数　611世帯
◇電話相談
　保健センター：402件
　子育て支援センター：60件

産前産後の里帰りや転入出で当市に所在が
ない場合は、タイムリーに切れ目ない支援を
行うために、他市町や医療機関との連携を
充実していく必要があります。

元気づくり課

54
幼稚園就園奨励費
の支給と周知

幼稚園に通園している児童がい
る家庭に対し、世帯の所得状況に
応じての補助を実施していきま
す。

ホームページ等により、制度の周
知徹底を図ります。

幼稚園就園奨励費補助金支給児童数（後期
支払分）    956人

引き続き、市ホームページ等で制度の周知を
図ると共に、私立幼稚園と連絡を密にし、申
請漏れのないように努めていきます。

保育児童課

施策2



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

55
保育所入所待機児
童の解消

認可保育所の定員拡大等により
入所希望児童の待機解消に努め
ます。

太宰府市子ども・子育て支援事業
計画（平成27年度～平成31年度）
の目標値に対する評価。各サー
ビスの利用者数。

ゆたかSecond保育園　新設
 定員19名　　（31年4月1日開園）

待機児童数　95名
　　（平成31年4月1日現在）

待機児童を解消するため、認可保育所の定
員拡大を図る必要があります。

保育児童課

56 保育サービスの充実

低年齢児、障がい児、病児等保
育、延長保育、一時保育等、多様
なニーズに応じた保育サービスの
充実を図ります。また、幼稚園と
の連携により預かり保育を促進し
ます。

太宰府市子ども・子育て支援事業
計画（平成27年度～平成31年度）
の目標値に対する評価。各サー
ビスの利用者数。

一時保育について、28年度からは1園増の3
園で実施しています。また、障がい児の受け
入れの際は、事前に面接を行い、保護者の
不安が解消するよう努めています。

（一時保育）　1日利用者数　2,604人
　　　　　　　　 半日利用者数   449人
（病児保育）　利用者　441人
（延長保育）　利用者数　延べ33,511人

引き続き、ニーズに応じたサービスの充実に
努めます。

保育児童課



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

57
子育て支援センター
事業の充実

子育てに関する相談を受けるとと
もに、つどいの広場・子育てサロ
ン・出前保育・子育て講座を開催
し、親子が交流しながら楽しく過ご
せる場所を提供します。また、子
育てに関する情報提供を行い、子
育てサークルや地域子育て支援
センターとも連携を図ります。

太宰府市子ども・子育て支援事業
計画（平成27年度～平成31年度）
の目標値に対する評価。各サー
ビスの利用者数。

◇のびのび広場0歳（第1月・第3木曜日）
・利用者数　大人661人　子ども705人
◇のびのび広場1歳（第1木・第3月曜日）
・利用者数　大人454人　子ども494人
◇わくわく広場2～5歳（第2・第4火曜日）
・利用者数　大人405人　子ども574人
◇らんらん広場（多胎児広場・第1火曜日）
・利用者数　大人36人　子ども63人
◇出前保育（10か所・計113回実施）
・利用者数　大人1,007人　子ども1,263人
◇親子であそぼう会
・利用者数　大人　202人　子ども　191人
◇戸外であそぼう会
・利用者数　大人　96人　子ども115人
◇子育て講座（6回実施）
・利用者数　大人　85人　子ども　92人
◇リフレッシュのための一時預かり保育
（NPO法人ぽぴんずとの協働事業、市内5か
所で月6回実施）
・利用者数　　189人　（163組）

■相談業務は、電話や面接相談だけでなく、
サロンの常駐時間内や赤ちゃん訪問、日々
の事業の中でも子育ての悩みが寄せられま
した。
■ホームページや「子育て支援センターだよ
り」「子育てカレンダー」「広報にこにこ通信」
等で子育ての情報を発信しました。
■市内の子育てサークル、団体等への支援
及び地域子育て支援センター（保育所太宰
府園・筑紫保育園）との連絡会議を行いまし
た。

のびのび広場については、月に1回身体測定
を実施していますが、測定だけを目的にその
時間だけ参加される方に対して、はじめから
おわりまでの参加をどう促すかが課題です。
わくわく広場については、就園前にいろいろ
な場で集団の経験をさせたいという保護者が
多い中、開催曜日が固定化されていてなか
なか参加できないという声があり、開催曜日
についての課題があります。
らんらん広場は、母親が1人で双子や三つ子
の子どもたちを連れて継続して参加するのが
難しいようです。

元気づくり課

58
放課後児童健全育
成事業

学童保育所の指導員の育成に努
めるとともに保護者のニーズに応
じた体制を検討します。

保護者のニーズにより細やかに
対応できる運営を目指します。

指定管理者制度の導入を実施し、保護者の
ニーズにより細やかに対応できる運営を行っ
ています。
　通年入所児童数　713人
　長期休み入所児童数　222人
　（平成30年4月1日現在）

今後は、利用者の増加や、配慮を必要とする
入所児童が増えていくことが予想されるた
め、指導員の質の向上に努めていきます。

保育児童課



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

59
公的事業及び学習
機会における託児の
充実

公的事業や学習会等を行う際、
幼児を連れた人も安心して参加で
きるよう、託児の実施を働きかけ
ます。

各事業における託児設定回数

○社会教育課
　家庭教育学級　　9回　利用25人
　人権講座ひまわり　6回　利用0人
　太宰府市「同和」教育研究協議会総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　1回　利用0人

○人権政策課
　同和問題市民講演会　1回　利用1人
　市民フォーラム　　1回　利用0人
　太宰府市元気塾　6回　利用述べ84人

公共事業等を行う際は安心して活動に参加
できるよう、今後も託児の実施を継続してい
きます。

関係課

60
ファミリー・サポート・
センター事業の実施

地域で子育てをサポートする子育
て支援ボランティアを育成し、既
存のボランティアグループのスキ
ルアップを図ります。

太宰府市子ども・子育て支援事業
計画（平成27年度～平成31年度）
の目標値に対する評価。各サー
ビスの利用者数。

ファミリー・サポート、緊急サポート（病児・緊
急預かり）の実施
◇ファミリー・サポート
・おねがい会員　633人
・おたすけ会員　92人
・どっちも会員　　57人
・利用件数　　　　225件
◇緊急サポート
・おねがい会員　520人
・おたすけ会員　51人
・どっちも会員　35人
・利用件数　　　　65件

おねがい会員の人数に対しておたすけ会員
の人数が少ないことや地域によって会員数
の偏りがあることが課題です。
継続して、関係各機関（学童保育所、幼稚
園、保育所・保育園、プラム・カルコア太宰
府、市民図書館、小児科や産婦人科等）に対
し案内書を配布し、各自治会に対しポスター
を配布してPRを行っていきます。

元気づくり課

61
有害環境対策の推
進

有害情報や青少年をめぐる有害
環境の浄化活動を推進するととも
に、メディア・リテラシーに関する
学習機会を提供します。

警察や地域、関係団体との連携
により、有害図書類の回収や空き
家・空き地等非行の拠点となる場
所への巡回等、有害環境の浄化
活動を推進します。

家庭教育学級におけるメディア・リ
テラシーの学習回数

毎月第1、3金曜日夜間や、夏祭り等各種イ
ベント時に街頭補導や市内の巡回パトロー
ルを行っています。また、市内7カ所の白いポ
スト（有害図書回収ポスト）の作業を月1回実
施しています。
実績：有害図書291冊
　　　　ＤＶＤ・ビデオ等286本
また、子育て支援センターと共催の「にこにこ
講座」において、子どもとメディアに関する講
座を実施しました。
開催日：9月18（火）
講師：黒田可南子さん（ＮＰＯ法人子どもとメ
ディア）

引き続き、補導連絡協議会などと連携しなが
ら、各活動の推進を行います。

社会教育課



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

介護への支援

62
介護保険制度・地域
包括支援センター機
能の周知

男女が共に介護を担うことへの理
解を広めるとともに、社会全体で
支える介護保険制度と地域包括
支援センターの役割を周知し、利
用促進を図ります。

出前講座の実施件数

・包括支援センターについて平成30年5月号
広報掲載
・自治協議会主催の健康フェスタでの包括支
援センターの周知 3カ所
・介護保険制度の出前講座　4件
・包括支援センター周知の出前講座　　9件

今後男性の介護者が増えていくことも予測さ
れることから、性別にとらわれず、介護負担
が軽減できるよう相談窓口である包括支援
センターの周知を図る必要があります。

高齢者支援課

63
介護保険サービスの
充実

高齢者が介護を要する状態に
なっても、人としての尊厳を保ち
生活できるよう介護保険サービス
の充実に努めます。

事業所へ各種研修会の情報提供
を行い、また実地指導、集団指
導、ケアプランチェックを実施し、
事業所の資質向上を図ります。

サービスの適正な提供に向けて、指定更新
に合わせ、現地に行き事業内容等の検査・
指導を行ったほか、年間2クールに分け、太
宰府市在住の居宅介護支援事業所のケアプ
ランのチェックを行いました。

実地指導　事業者数　9件
集団指導　年1回
平成30年度ケアプランチェック実績
前期　事業者数5件
後期　事業者数11件

性別に捉われず、適正なケアプランのチェッ
クを行う必要があります。

高齢者支援課

64
介護予防・生活支援
施策の充実

高齢者が生きがいを持って自立し
た生活が送れるよう、介護予防及
び生活自立につながる福祉施策
の充実を図ります。

健康相談や、介護予防教室など
を実施し、介護予防や健康活動
についての啓発や関心の向上、
生活習慣の改善に努めます。

高齢者のための介護予防教室や健康
相談会、地域出前講座などを実施し、介
護予防や健康活動についての啓発や関
心の向上に努めました。
すこやか運動教室の参加延人数は
6,162人で、実人数の内訳では、男性参
加者は女性参加者の約1/4となっていま
す。男性の参加促進のため、男性のた
めのすこやか運動教室の回数を増やし
ました。男性のためのすこやか運動教
室参加延人数は1,186人で、毎年増加傾
向にあります。

介護予防教室の参加者や地域出前講座の
依頼数は、増加傾向ですが、まだ周知が十
分とはいえません。引き続き、広報への掲載
やパンフレットの配布等により周知・啓発に
努めていく必要があります。

高齢者支援課

施策3



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

地域・防災分野への男女共同参画の推進

地域活動における男女共同参画の推進

校区自治協議会の会議で、市民フォーラム
参加の呼びかけを行うとともに、人権政策課
職員による人権・男女共同参画に関する10
分プレゼンを行いました。、県や市主催の研
修に各自治会長も積極的に参加され、意識
向上につながっています。
自治会における学習会の開催はありません
でした。

校区自治協議会役員会以外の、地域への男
女共同参画の理解促進を図る方法を検討す
る必要があります。

人権政策課

4校区（全6校区中2校区は前年度までに2回
実施のため開催無し）自治協議会役員会に
おいて、人権政策課からの人権問題・男女共
同参画に関する10分プレゼンテーションを実
施し、自治会に対する意識づくりを行いまし
た。
プレゼン回数：4回

人権問題・男女共同参画に関する10分プレ
ゼンテーションを実施しましたが、これをどう
役員・地域住民に対して広げ、次のステップ
につなげていくのか、人権政策課と協議のう
え検討していく必要があります。

地域コミュニティ課

66
地域における女性人
材の育成

男女が共に男女共同参画の必要
性を理解する取組を推進し、地域
で活躍する女性人材を育成しま
す。

交流会型事業の開催

県主催の人材育成講座への参加
者数

交流会型事業として例年行っている「だざい
ふリアルトーク会」を実施することはできませ
んでしたが、福岡県主催「女性による元気な
地域づくり応援講座事業（元気塾）」に応募
し、市民団体と実行委員を組織し、全6回の
講座を実施しました。

元気塾へ参加したことにより、だざいふリア
ルトーク会の実施ができませんでしたが、令
和元年度は例年とおり実施を計画していま
す。

人権政策課
（ルミナス）

施策1

施策の方向8

65
自治会への男女共
同参画の理解促進

地域における男女共同参画の必
要性を伝え、男女平等の意識づく
りを行うために、自治会会長等を
対象に女性問題を含むあらゆる
人権問題研修会や講演会等への
参加を積極的に呼びかけます。ま
た、各自治会における自主的な学
習会の促進を図ります。

市自治協議会役員会、校区自治
協議会役員会でのプレゼン回数

学習会の開催回数



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

67
地域活動への積極
的参画

地域の美化活動等の地域活動へ
男女とも積極的に参画するよう各
自治会を通じて働きかけていきま
す。

環境美化月間
クリーンデー
健康フェスタ
夏祭り
敬老会
体育の日の行事　　等

○地域コミュニティ課
校区や自治会の様々な活動に多くの地域住
民が参加しています。
夏祭り：40区自治会で開催
健康フェスタ及び体育の日の行事：全校区自
治協議会で開催

○環境課
環境美化強調月間やクリーンデーなどの地
域における環境美化活動や地域清掃活動等
に性別を問わず幅広く市民の方に参加して
もらえるよう自治会へ働きかけを行った。

○元気づくり課・スポーツ課
H30年度健康フェスタ校区別参加人数実績
水城小校区　200人
国分小校区　218人
太宰府小校区　290人
太宰府南小校区　246人
太宰府西小校区　344人
太宰府東小校区　115人

○スポーツ課
各自治会との会議時に、性別を問わず積極
的な参画を呼びかけました。
体育の日の行事　参加人数実績
6会場　計2,000人

○地域コミュニティ課
地域活動に参画しているメンバーは、役員等
を除けば、女性が多く見受けられるとともに、
固定化されている傾向があるため、男性の
参加を呼びかけ、また、男女問わず若い世
代の皆さんにも、地域活動への参加を促進し
ていく必要があると考えます。

○環境課・スポーツ課
継続して性別を問わず幅広く市民の方に参
加してもらえるよう自治会へ働きかけを行う。

○元気づくり課
地域住民が自主的に健康づくり事業を実施
することにより、住民の健康意識を高め、健
康的な生活習慣づくりが定着するよう市民の
健康づくりの推進と向上を図っていきます。

関係課

68
協働のまちづくりの
推進

男女共同参画の視点に立った協
働のまちづくりの推進を図ります。

地域のコミュニティ組織を充実さ
せていくなかで、男女共同参画や
人権の視点が備わった組織運営
や地域活動が行われるよう、自治
協議会への啓発や助言、情報の
提供等を行います。

4校区（全6校区中2校区は前年度までに2回
実施のため開催無し）自治協議会において、
人権政策課からの人権問題・男女共同参画
に関する10分プレゼンテーションを実施しま
したが、人権に関する部会の設立には至って
いません。

部会の設立には新たな委員の選出が必要と
なるため、校区自治協議会に対し、段階的に
設立を促していきます。

地域コミュニティ課



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

69
ボランティアに関する
支援と育成

ボランティア支援センターをとおし
て、ボランティア活動を行う人及び
団体を支援するとともに、男女共
同参画の視点を取り入れた育成
を行います。

ボランティア活動に男女共同参画
の視点で参加者の拡大を図り、
リーダーとなる人材の育成をして
いきます。

ボランティアリーダー育成講座の
開催回数

ボランティア支援センターが企画する地域支
援コーディネーター育成講座を全5回開催
し、リーダーとなる人材の養成を図りました。
また、防災講座では、女性や高齢者、障がい
者に配慮した避難所設営の重要性を指導し
ました。

講座の参加者数が少ないため、周知を図る
とともに、個人ボランティアや団体への相談
支援体制を充実させていきます。

地域コミュニティ課

防災・防犯における男女共同参画の推進

70
自主防災組織等へ
の男女共同参画の
視点の導入

防災・災害復旧体制において男
女のニーズの違いを反映するとと
もに、女性の関わりを積極的に働
きかけていきます。

各自主防災組織等への助言を
行っていきます。

防災講座の開催回数

・自主防災組織の設置や運営に際して、積
極的な参加を求めました。
・出前講座においても、女性の参画の重要性
を伝え、22回講座を実施しました。

学生や子育て世代等の若い世代への啓発を
行う必要があります。

防災安全課

71
女性消防団員の任
用

女性消防団員を積極的に任用し
ます。

女性消防団員数

隣組回覧での募集や救急救命講習会など消
防団活動時等において女性消防団員への積
極的な勧誘活動を行い、2名の新規入団が
ありました。

消防団員 225人中 女性団員12人
（平成31年3月31日.現在）

引き続き、女性消防団員の加入促進を図っ
ていきます。

防災安全課

72 性犯罪防止の取組
性犯罪防止のための取組を実施
します。

関係団体と連携して啓発活動等
を実施します。

・性犯罪防止対策として防犯カメラを1基2台
設置しました。（合計15基30台）
・地域における防犯委員会等で最新の犯罪
情勢等の周知、啓発を行いました。

・学生等の若年層への啓発手段の構築を図
る必要があります。

防災安全課

施策2



実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

平成30年度実績
担当課

国際交流への男女共同参画の促進

外国人との交流

73
国際交流事業におけ
る男女共同参画の
促進

国際交流事業への参画を促進
し、社会的性別（ジェンダー）を含
んだ異文化の理解を図り、多文化
共生の意識を育みます。

（公財）太宰府市国際交流協会が
実施する様々な交流事業の参加
者数

ゲストティーチャー派遣者数
語学ボランティア登録者数

　（公財）太宰府市国際交流協会が主催する
事業に、市内の大学に通う留学生や市民の
参加がありました。在住外国人が同じ地域に
暮らす住民として、社会参画を促す仕組みづ
くりに向けて取り組んでいます。事業への参
加外国人や日本人参加者は女性が多い傾
向にあります。講師の招聘やゲストティー
チャーの合計の男女の比率はほぼ同じでし
た。

交流事業参加者数
・世界文化体験講座　24人
・国際理解講座　76人
・市民政庁まつり出展留学生
　ボランティア　15人
・日本文化体験講座　35人
・留学生フォーラム　47人

ゲストティーチャー派遣者数 79人
語学ボランティア登録者数 24人

これまでになかった事業を実施したことで、
新たな参加者も増えてきましたが、全体的に
は参加者が固定されています。また参加する
外国人留学生は、同世代の日本人学生との
交流を望んでいることから、今後も新規参加
者が増えるよう魅力的な事業を展開していく
ことが求められています。

国際・交流課

ルミナスに依頼 ルミナスに依頼 ルミナスに依頼

施策1

施策の方向9

◆プチ起業・小商いのすすめセミナー
（事業番号42 女性の就業や起業、経営を支援する

取組）

◆だざいふ男女共同参画企業セミナー働きたいママ
の応援セミナー

（事業番号43 再就職支援講座の実施）

◆医療事務講座
（事業番号41 資格・技能・技術取得への支援）


